
令和 4 年度港区生活困窮者自立相談支援事業拠点 事業報告書 

 

Ⅰ.事業の概要 

１．事業の目的 

生活困窮者自立支援事業（相談支援）は、生活保護に至るおそれのある生活困窮者

に対し、早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援することを目

的としている。 

生活困窮者の早期発見・把握をし、包括的に相談に応じることのできる窓口として、生

活困窮者の抱えている複合的な課題を適切に評価・分析（アセスメント）したうえ、その課

題を踏まえた支援計画（以下「プラン」という。）を策定、プランに沿って自立に向けた支援

を行う。 

なお、経済的な問題のみならず、複合的な課題を抱えている方など、生活困窮者を広

く受け止めることが必要となるため、関係機関との連絡調整や支援状況の確認なども継

続的に行う。 

 

２．事業の実施体制 

本事業を実施するに当たり、社会福祉法人みなと寮と社会福祉法人大阪市港区社会

福祉協議会との共同事業体により、事業を実施した。 

名称は「みなと寮・港区社協共同体」と称し実施した。 

 

（１）相談窓口の設置場所 

大阪市港区役所内２階くらしのサポートコーナー 

大阪府大阪市港区市岡 1丁目 15番 25号電話 06－6576－9897 

（２）業務の運営体制 

相談支援機関として、主任相談支援員兼家計相談支援員、相談支援員の２職種 

で、常時３名から４名の職員を配置した。相談支援員等の主な役割は以下のとお 

り。 

 

①主任相談支援員兼家計相談支援員 

相談支援員を統括し、関係機関との連絡調整の役割を担ううえで、地域福祉をはじ

めとする社会福祉全般に関して見識を有するとともに、管理者としての任務遂行能力

を有する職員を常勤で１名の配置を行った。主任相談支援員は、自立相談支援機関

における相談業務全般のマネジメントや他の支援員の指導・育成を行うとともに、自ら

も相談支援を行った。 

また、ハローワークが実施する生活保護受給者等就労自立促進事業におけるコー

ディネーター及び総合就職サポート事業へつなぐ場合の窓口の役目を果たし、就労に

結びついた後も必要に応じてフォローアップを行った。 



家計改善支援事業においては、家計改善支援員として、相談者の家計に関する課

題を適切にアセスメントし、債務に関する法律相談の活用や、各種減免制度の適用な

ど、継続的な関わりの中で家計改善を支援した。 

②相談支援員 

自立相談支援事業を遂行するうえで、必要な知識及び実績のある職員を常勤換算

で常時２名から３名の配置を行った。 

相談支援員は、生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資

源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の

管理やアウトリーチ（訪問支援等）を行った。 

 

Ⅱ．事業の周知 

１．目的 

生活困窮者自立支援事業では、多様な生活困窮者からの相談を排除することなく幅

広く対応することが必要であるが、生活困窮者の多くは、その抱える課題が複合している

ことが多いため、適切な相談窓口につながりにくい場合がある。 

問題が長期化することにより解決が困難になること、生活困窮者のなかには自ら SOSを

発することができない方が多くいることを踏まえ、地域住民や関係機関に対して事業の周

知活動を継続的に実施し、生活困窮者の早期発見・把握ができるネットワークづくりに努

めていく。 

 

２．活動実績 

事業内容や制度について、より多くの地域住民や関係機関等に知っていただけるよう、

区保健福祉センターと連携して周知活動を行った。 

別紙チラシを作成し、地域住民や関係機関に周知を図った。チラシについては、官公

庁はもとより、より地域住民に身近な相談窓口となるべく、区の掲示板への掲示、不動産

事業所、病院などにも、チラシの設置依頼を行うなどの周知活動を行った。そのほか区役

所内行政モニターにて窓口の案内を行い、来庁者や庁内関係者にも周知を行った。 

また、平成 29年より「港区相談機関連絡会（みなまるネット）」に参加し、区内関係機関

との連携の維持に努めている。 

このように生活困窮者支援に対する理解を深めながら困窮者の発見や支援のための

ネットワークづくりに努めた。 

 

３．周知効果 

多角的な周知活動により、さまざまな経路から幅広い年齢層の方が相談窓口につなが

った。地域住民への周知効果はある程度得られたものと考えられる。 

相談経路としては関係機関や地域住民の誘導による相談も多く、自ら相談窓口に来る

ことが難しい状況にある方が相談窓口に繋がってきているものと考えられる。 



また、これまでに支援を受けられ終結した方からの紹介により、窓口に繋がる方も見う

けられた。 

 

Ⅲ．事業実践報告 

１．自立相談支援事業について 

（１）自立相談支援 

①業務の目的 

生活困窮者を早期に発見し、包括的に相談に応じる窓口として、生活困窮者が抱え

る課題を的確に把握することを目的に事業を行う。 

相談内容によっては、相談窓口で継続して支援を行う場合や、他制度の相談窓口

等へつなぐ場合があり、複合的な課題を有している場合など継続的に支援を行う場合

は、その方の置かれている状況や本人の意思を確認した上でプランを策定する。 

また、必要な支援を総合調整し、それぞれの支援が始まった後も、それらの効果を

評価・確認しながら、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。 

 

②業務実績 

生活困窮者の相談について現に経済的困窮に陥っている方に限定せず、包括的・

予防的な観点から、できるだけ幅広く相談対応を行った。生活困窮者の自立に向け、

一人ひとり、ケースによっては世帯や家族ごとの生活全体をとらえ、さまざまな生活課

題について、制度の狭間を作ることなく必要な支援をコーディネートすることに努めた。 

また、自立の方向やそのプロセスは、本人の抱える課題やおかれている環境によっ

てさまざまであり、あくまでも本人が自分の意思で自立に向けた行動をとることをサポー

トすることが重要である。本人の尊厳ある生活の確保を、本人自身が獲得できるための

支援を心がけた。 

また必要に応じて関係機関との連携を行い、多機関で方針や役割を共有しながら

支援をしていくことも大切にした。 

令和４年度の新規相談受付は 602 件でプラン策定をして支援をした件数（再プラン

を含む）は 251件である。支援実施後の評価確認をしたケースは 213件あり、多くのケ

ースで、生活の安定に向けた就労開始や住まいの安定、自立意欲の向上、社会的孤

立の解消などの効果が見うけられた。 

以下は、月別新規相談件数、支援決定確認件数および来所者アンケートや感想の

自由記述（抜粋）である。 
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【アンケート自由記述（抜粋）】 

● 相談するのが怖かったけど、親身になってくれて安心しました。 

● これからどうすればよいのかが、はっきりしました。 

● とてもよくしていただいて感謝しています。 

● 自分の病気と向き合うことができ、新しい仕事に希望が持てました。 

● お友達の相談にのる時も「区役所で相談してみて」とアドバイスができます。 

● 相談後に迅速に動いていただき助かりました。 

 

（２）就労支援 

①業務の目的 

相談者の自立支援にあたっては、相談者の主体性を尊重することが重要である。 

就労実現させることを目標とする相談者への、包括的な就労支援を実施することを

目的に、「総合就職サポート事業」等を活用する。 

必要に応じて総合就職サポート事業の受託事業者と自立相談支援事業の相談支

援員との協働・連携により、切れ目のない支援を行う。 

すぐに一般就労に就くことが困難な方に対しては、社会参加機会の増加や生活リズ

ムの立て直しなど、日常生活自立・社会生活自立に向けた取り組みを支援する。 

既存制度では充分な支援を受けられない支援対象者を、柔軟かつ迅速に受け止め、

支援対象者が望む自立した生活が送られるように、関係機関との支援調整会議を経て、

フォーマル・インフォーマルサービスを分け隔てることなく支援体制を構築し、生活困

窮者の自立に向けた相談支援機関としての役割の中枢を担う。 

 

②業務実績 

公共職業安定所の一般窓口だけでなく、生活保護受給者等就労自立促進事業、

職業訓練、総合就職サポート事業、認定就労訓練事業や就労チャレンジﾟ事業の案内

や利用をすすめるなど、就労を希望する相談者それぞれの状況やニーズをしっかりと

アセスメントしたうえで、より適切な機関へとつなげるべく、丁寧な相談対応を心がけた。 

そして、就労意欲が低下している相談者に対しては「相談援助のプロセスそのもの

が支援である」という観点を大切にし、じっくりと根気よく、よりそい支援を展開していっ

た。 

【事例】就労経験のない方への就労支援 

家業以外の就労経験がなく自信のない方が、国民健康保険料の差押えにより当機関

につながった。 

総合就職サポート事業の就労支援を受けて、簡易な軽作業での仕事を開始し半年が

経過。本人も働きやすいとのことで喜んでおり、収入を得ることができ保険料の支払い

もできるようになった。 

 

（３）家計改善支援 



①業務の目的 

家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談

に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再建に向けた意欲喚起、必

要かつ専門的な助言等を行うことにより、相談者自身の家計管理能力を高め、早期に

生活再建されることを目的に、家計相談支援を実施する。 

家計相談を実施するにあたっては、経済的な側面のみをアセスメントするのではなく、

家族の状況やライフステージに合わせた本人の希望を確認するなど、個々の世帯状

況に応じた相談支援を心がけたうえ、家計の再生を支援する。 

 

②業務実績 

支援が必要な方には家計相談支援プランを立てて支援を実施した。支援決定によ

らないケースにおいても、家計相談の視点をもって支援を展開することを心がけた。 

 

【事例】発達障害により衝動性の高い方への家計改善支援 

預貯金はあるが衝動性が高く金銭管理が苦手な方へ、本人の困っている気持ちを理

解し、家計改善支援による定期的な家計を報告することとした。家計の状況を伝える

という意識を持つことで衝動的な支出が減り、家計管理意欲を高める取り組みをして

いる。 

 

２．社会的に孤立した対象者の早期把握への取組 

(１)業務の目的 

既存制度の活用の有無に関係なく、必要な支援に自ら辿り着けずにいるケースが多

くあり、社会的孤立状態にあれば、社会的・公的サービスへのアクセスが遅れ、貧困・

生活困窮へと陥りやすくなり貧困の連鎖へと繋がる可能性が高くなってしまう。 

そういった社会的孤立状態にある生活困窮者が、適切に必要な社会資源へとアク

セスできるようにすることを目的に、生活困窮者の早期発見・把握ができるよう努める。 

 

(２)業務実績 

前記(Ⅱ事業の周知)により、生活困窮者の早期把握・早期発見のためのネットワーク

づくりを行うとともに、相談者本人からのアクセスを容易にするための相談対応を心が

けた。 

窓口来所を促すだけではなく、積極的な訪問面談や定期的な近況確認(電話をか

けるなど)、アフターフォローを行うなど、相談者にとって身近な相談機関となるべく、対

応方法の工夫を行った。 

そして、これまで支援に結びつかなかった生活困窮者に対して、問題がより複雑化・

深刻化する前に早期に支援を開始するという、予防的支援が重要であるとの認識を常

に持ちながら支援を行った。 

関係機関からの情報提供があれば、積極的にアウトリーチを行い、相談者だけでな



く関係機関とも課題を共有し、ともに課題解決へすすめられるよう努めた。 

 

３．関係機関・地域の団体との連携 

（１）業務の目的 

相談者の自立支援については、画一的な対応ではなく、相談者の主体性を尊重し、

それぞれのステージに合わせたきめ細かな支援を展開する必要があり、その支援の方

向性をしっかりと一貫性のあるものにするためにも、関係機関との連携は必須である。

支援調整会議等を密に行うことで、よりスムーズな手続きやサービス移行など、自立支

援に対する調整機能が必要となる。 

庁内連携に留まらず、地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター、民

生委員、弁護士、居住支援協議会、学校、病院、福祉施設や大阪府社会福祉協議会

と大阪府内の社会福祉法人が実施している社会貢献事業など、広範囲の社会資源と

の連携を行うことにより、相談者に寄り添うための、より適切な支援体制の構築を目的

に活動する。 

 

（２）業務実績 

さまざまな課題を有する生活困窮者を、地域において早期に発見し、包括的に支援

するため、地域資源とのネットワークを構築することに努めた。 

ネットワークを構築するために、官公庁だけでなく、民生委員、見守り相談室、地域

包括支援センター、居住支援協議会などに対し、個別支援を行うなかで、その都度連

携を呼びかけた。 

また、支援調整会議については、開催要綱を定めたうえ、定例開催と随時開催を併

用して行っている。庁内を中心とした定期開催以外にも、ケースによって行われる随時

開催については、課題に応じて対象者本人の参加を含め必要な関係機関(インフォー

マルな事業体を含む)にも呼びかけるなどの体制とし、必要に応じて生活困窮者に対

する自立の支援を図るために必要な情報の交換等を行う関係機関との会議も行った。 

また、相談支援機関連絡会（みなまるねっと）年５回参加し、区内の関係機関での 

近況報告や事例の共有・意見交換などを行い連携強化に努めた。 

相談機関連絡会（みなまるねっと）参加機関 

１障がい者機関相談支援センター 

２港区包括支援センター 

３港区南部地域包括支援センター 

４みなとオレンジチーム 

５あんしんさぽーと 

６港区見守り相談室 

７大阪府社協社会貢献支援室 

８港区保健福祉課 

９港区生活困窮者自立相談支援機関（くらしのサポートコーナー） 



その他、市岡中学校との間では、子ども自立アシスト事業利用者の増加に伴い、学

校長や教頭、各担当教員と子ども自立アシスト支援員などが参加して学期ごとに「情報

交換会」を実施した。 

 

４．地域の社会資源の活用・開発について 

（１）業務の目的 

支援対象者は既存の制度につながらない、また複合的な課題のため様々な制度が

重複している場合が多くあるため、福祉関係機関のみならず、他分野の関係機関、地

域の社会資源へのアプローチが必要となる。 

支援対象者一人ひとりの課題・ニーズに応じた支援体制を構築していくにあたり、新

たなサービスの開発も必要になると思われる。そこで、支援調整会議で既存制度の整

理や運用方法を検討し、サービスの重複を防ぎつつ最大限に活用出来るよう調整して

いくとともに、当共同体がこれまで長年にわたり港区で構築してきたネットワークを活用

し、分野を超えた支援者・支援機関との連携及び、地域住民と専門職の連携を基盤と

したトータルサポートの支援に取り組み、支援の狭間を作らない地域を、住民主体で目

指していく。 

 

（２）業務実績 

生活困窮者の支援においては、既存の制度だけでは援助できなかった人たちを支

援するため「社会資源」を開発することが重要である。自立相談支援機関で把握した

困窮者のニーズについて、これまでの困りごとに寄り添う中で社会資源の開発に努め

た。 

これまでの港区版フードバンクへの取り組みを継続した。「数日間食べ物を食べてい

ない」「制度につながるまでの食糧がない」などの方に対する支援として、地域の社会

福祉法人や民間企業や団体などとの連携により食糧の支援をいただける体制づくりの

継続に努めた。 

また、社会福祉法人の地域貢献として、区内の福祉施設と連携しながら、場所や物

品、人的資源の提供を受けることで支援困難事例の解決の糸口が見えてくることもあ

った。 

そして、相談後の支援により生活基盤は安定したが、社会との関わりが必要かつ有

効であると考えられる方については、見守り相談室や当事者とともに「居場所づくり」を

行った。 

当事者主体の身近な居場所づくりを行う過程のなかで、社会との繋がりを回復して

いくという実験的な試みは３年目となるが、コロナ禍による感染症の拡大や窓口の繁忙

状況に伴い、定期的な実施はしたが集団でのグループワークなどについてはできるだ

け控えることとした。 

また、困窮者支援を通じて多様な主体が関与し、それらが連携することで地域のセ

ーフティーネットの構築がすすめられてきていると感じることができている。 



 

５．事業の推進について 

（1）区域を超えた関係の構築について 

港区内の事業にとどまらず、区域を越えたネットワークづくりや支援員との間で「顔の

見える関係」を構築し、効果的な取り組みを共有するために、社会福祉法人みなと寮

の職員が従事している生活困窮者自立支援事業（吹田市、大阪市西区、淀川区、港

区）の従事者と月 1回実施。 

その他、近隣区自立相談支援機関（大正区・此花区・西淀川区・北区）と西ブロック

会議を開催し、課題の共有や情報交換を行った。 

 

（2）就職氷河期世代の支援や体制の強化について 

就職氷河期世代には、就業状態等に応じ、①不安定な就労状態にある方、②長期

にわたり無業の状態にある方、③社会参加に向けた支援を必要とする方等がいるが、

就職や社会参加に向け抱える課題は、極めて個別的で多様である。 

相談者のそれぞれの状況に応じて、適切な支援や方針の提案ができるような対応を

行うようにし、来所が難しいと感じている方へは家庭訪問や同行支援に加え居場所づ

くり活動への参加なども含めて丁寧な支援を心掛けた。 

また、SNS を活用した支援では、マルチメディアメッセージングサービス（MMS）や携

帯電話のショートメッセージサービス（SMS）の機能を活用した対応を行うとともに必要

な方には試験的に LINEでの相談も可能とした。電話や来所以外でも相談の方法を選

択してもらえる体制とした。 

 

(3)大阪府生活困窮者自立支援制度従事者研修に係る研修企画プロジェクチーム 

参加による協力（大阪府） 

大阪府の生活困窮者自立支援制度従事者研修において、研修企画のあり方等に

ついてプロジェクトチームへの参加を要請されていたが、本年度は日程が合わず参加

できなかった。 

 

(4)大阪市社会福祉審議会臨時委員への出席（大阪市） 

大阪市の地域福祉基本計画の策定や推進に関する審議をするため大阪市社会福

祉審議会の「地域福祉基本計画策定・推進部会」の臨時委員として参加依頼があり、

主任相談支援員が部会への出席を行った。 

 


